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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ供給装置から得られるデータを、同時に複数の記録装置で記録媒体にそれぞれ記
録する記録システムで用いられる記録装置であって、
　前記複数の記録装置の内、当該記録装置以外の記録装置による記録が不可能な状態であ
るかどうかを判断する判断手段と、
　前記判断手段が記録不可能であると判断した場合に、前記データ供給装置から入力した
データを記録すると共に、当該データのファイル、フォルダ、または当該データを記録し
た記録媒体のいずれかに対して、当該データが変更及び削除されないように保護する保護
属性を付加する属性付加手段と
　を有することを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記記録装置による記録が不可能な状態は、各記録装置が記録に用いる記録媒体の記録
容量が無くなった状態、記録媒体が存在しない状態、記録媒体に異常が発生した状態の少
なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記属性付加手段は、前記保護属性として、読み取り専用属性、書き込み禁止属性のい
ずれかを付加することを特徴とする請求項１または２に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記判断手段が記録不可能であると判断した場合に、前記データ供給装置から得られる
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データを記録するための新規ファイルを生成して、以降入力するデータを該新規ファイル
に記録するように制御する制御手段を更に有し、
　前記属性付加手段は、前記新規ファイルに前記保護属性を付加することを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記判断手段が記録不可能であると判断した後に、前記記録装置以外の前記複数の記録
装置の少なくともいずれかによる記録が可能となった場合に、前記属性付加手段は、前記
データの保護を解除するように当該データの保護属性を変更することを特徴とする請求項
１乃至４のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項６】
　データ供給装置から得られるデータを、同時に複数の記録装置で記録媒体にそれぞれ記
録する記録システムの各記録装置における記録制御方法であって、
　前記複数の記録装置の内、当該記録装置以外の記録装置による記録が不可能な状態であ
るかどうかを判断する判断ステップと、
　前記判断ステップで記録不可能であると判断した場合に、前記データ供給装置から入力
したデータを記録すると共に、当該データのファイル、フォルダ、または当該データを記
録した記録媒体のいずれかに対して、当該データが変更及び削除されないように保護する
保護属性を付加する属性付加ステップと
　を有することを特徴とする記録制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録装置及び記録制御方法に関し、特に、失われたときに復旧が難しいまたは
復旧が不可能なデータを記録する記録装置及び記録制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ビデオカメラなどにおいては、内蔵されるビデオテープやメモリカードに動画及
び静止画を記録することが可能である。またビデオテープなどのシーケンシャルメディア
だけではなく、ＤＶＤやハードディスクといったランダムアクセス可能な記録媒体に動画
を記録するシステムも普及している。
【０００３】
　これら記録媒体の容量も大容量化が進んでいるが、長時間記録を行う状況においては未
だ発展途上の段階である。特にスポーツや長編映画などの業務用と呼ばれる分野での長時
間記録は必須であり、また、家庭内においてもビデオカメラの普及と共にコンシューマ分
野における長時間記録も浸透してきている。そのため、長時間記録をサポートするために
ビデオカメラから、例えばIEEE1394などのデジタルインタフェースを介して外部記録機器
に接続し、外部記録機器に大容量ハードディスクなどを搭載することにより長時間連続撮
影を可能としているものがある。
【０００４】
　こういったシステムにおいては、ビデオカメラ本体には通常、ビデオテープなどの記録
媒体に記録可能な記録部が内蔵されており、上記のような外部記録機器に出力する際に同
時にビデオテープにも動画像を記録しており、２つの媒体に記録することで動画像データ
の保全性を高めている。
【０００５】
　また、記録されたデータの保全性を高めるために、記録されたデータがどのようなタイ
プのコンテンツであるかを判断し、ユーザーが誤って重要なデータを消去しないようにす
る方式が提案されている（例えば、特許文献１参照）。この方式では、記録されたデータ
がオリジナルなものであれば再記録不能タイプ、複写記録されたオリジナルではないもの
であれば再起録可能タイプというように、再記録の可否を示す管理情報を用い、データの
消去時にはその管理情報に基づいて再記録可能なデータを優先的に選択し、消去する。
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【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１７５５１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した２つの媒体に記録する従来の構成では、ビデオテープの記録時
間が外部記録機器よりも先に終了してしまい、撮影の途中から外部記録機器にのみデータ
が存在する状況が発生するという問題がある。このような場合、外部記録機器に同じよう
に記録されたデータであっても、２つの媒体に記録されたデータよりも、外部記録機器に
のみ記録されたデータの重要度は高い。しかし、特許文献１の方法では、記録するコンテ
ンツが、例えば、他の記録媒体などから複写されたものであればオリジナルではなく再記
録可能、また、他の記録媒体などから複写されたものではなく、マイクロホンやカメラか
ら得られていればオリジナルであって再記録不能、といった区別の仕方をするので、同時
に２つの媒体に記録する上述の方式においてビデオカメラから得られるデータはオリジナ
ルなコンテンツであるために、この方式で外部記録機器が記録したデータ間の重要度の差
を区別することはできなかった。
【０００８】
　本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、複数の記録装置により複数の記録媒
体に同時にデータを記録可能なシステムにおいて、複数の記録装置のいずれか１つによっ
てのみ記録されたデータを保護することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、データ供給装置から得られるデータを、同時に複数の記録
装置で記録媒体にそれぞれ記録する記録システムで用いられる本発明の記録装置は、前記
複数の記録装置の内、当該記録装置以外の記録装置による記録が不可能な状態であるかど
うかを判断する判断手段と、前記判断手段が記録不可能であると判断した場合に、前記デ
ータ供給装置から入力したデータを記録すると共に、当該データのファイル、フォルダ、
または当該データを記録した記録媒体のいずれかに対して、当該データが変更及び削除さ
れないように保護する保護属性を付加する属性付加手段とを有する。
【００１０】
　また、データ供給装置から得られるデータを、同時に複数の記録装置で記録媒体にそれ
ぞれ記録する記録システムの各記録装置における本発明の記録制御方法は、前記複数の記
録装置の内、当該記録装置以外の記録装置による記録が不可能な状態であるかどうかを判
断する判断ステップと、前記判断ステップで記録不可能であると判断した場合に、前記デ
ータ供給装置から入力したデータを記録すると共に、当該データのファイル、フォルダ、
または当該データを記録した記録媒体のいずれかに対して、当該データが変更及び削除さ
れないように保護する保護属性を付加する属性付加ステップとを有する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の記録装置により複数の記録媒体に同時にデータを記録可能なシ
ステムにおいて、複数の記録装置のいずれか１つによってのみ記録されたデータを保護す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。ただ
し、本形態において例示される構成部品の寸法、形状、それらの相対配置などは、本発明
が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、本発明がそれ
らの例示に限定されるものではない。
【００１３】
＜第１の実施形態＞
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　本発明の第１の実施形態における撮像システムの構成を図１に示す。同図において、１
はデジタルビデオカメラ（以下、「カメラ」と呼ぶ。）、２はパーソナルコンピュータ（
ＰＣ）、３はカメラ１とＰＣ２を接続するデジタルインタフェースであるIEEE1394ケーブ
ル、４はカメラ１内に挿入され、カメラ１によって映像を記録することの可能なビデオテ
ープ、５はカメラ１内に挿入され、カメラ１によって静止画を記録することの可能なメモ
リカードである。カメラ１とＰＣ２はIEEE1394ケーブル３で接続されており、動画などの
リアルタイム性のある映像や静止画などのファイル、各種コマンドを自由に送受信するこ
とが可能なシステムを構成している。
【００１４】
　ビデオテープ４とメモリカード５は、カメラ１に挿入されて動画及び静止画を記録する
ことが可能であり、カメラ１を扱うユーザーによって自由に挿抜ができ、他のカメラに挿
入することや、ビデオテープ４であれば据え置きのビデオ再生デッキなどで再生したり、
メモリカード５であればＰＣ２などで記録された静止画像を再生したり複製したりするこ
とが可能である。また、カメラ１からはIEEE1394ケーブル３を通して映像が出力され、出
力された映像はＰＣ２で受信することができる。また、ＰＣ２は受信した映像を記録する
ことが可能である。
【００１５】
　ＰＣ２では、カメラ１から送られてくる映像を記録することの可能な記録補助システム
が動作しており、カメラ１側からのコマンドに応じて記録開始及び停止を行う。
【００１６】
　図２は、ＰＣ２内の記録補助システムの機能構成を示すブロック図である。同図におい
て、２１はハードディスクなどの内蔵記録媒体、２２は記録媒体２１へ実際に書込みを行
う記録部、２３は記録に関連する制御を司る記録制御部、２４はＰＣ２上に存在する記録
補助システム以外のシステムの状況を監視する他アプリ監視部、２５は各種デジタルイン
タフェースからの情報を取得し、動画像や静止画などのファイル及びコマンドを送受信す
るデジタルインタフェース部、２６は物理的に接続されているIEEE1394からの情報を取得
するためのIEEE1394部である。
【００１７】
　記録制御部２３は、記録媒体２１の制御を記録部２２を通して行う他に、直接記録媒体
２１から記録状況を取得することが可能であり、随時最新の情報を取得して記録制御を行
うことが可能である。
【００１８】
　次に、本第１の実施形態における記録補助システムにおいて、カメラ１から出力される
映像データを記録する場合の動作について図３及び図４を参照して説明する。
【００１９】
　カメラ１とＰＣ２がIEEE1349ケーブル３を用いて接続されると、ステップＳ１１におい
て、IEEE1394上のプロトコルネゴシエーション処理が行われ、伝送路上の帯域の確保や相
互の能力についての情報を交換する処理が行われる。ここでは、ＰＣ２のIEEE1394部２６
がカメラ１を認識すると、必要なドライバをロードし、デジタルインタフェース部２５で
使用可能なデジタルインタフェースとしてIEEE1394ケーブルを登録する。次に、ステップ
Ｓ１２において記録補助システムを起動し、映像を記録するためのフォルダの指定や記録
フォーマットなどの準備を行う。ここでは、記録制御部２３において指定された記録フォ
ルダや記録フォーマットを記録部２２に指示し、記録部２２は記録媒体２１内にフォルダ
を作成し、記録可能領域の通知を行う。更に、記録制御部２３はデジタルインタフェース
部２５から必要な情報を受け取り、記録するために必要な相手側機器（カメラ１）の情報
とデジタルインタフェースとのパスを確保し、記録準備を整える。
【００２０】
　ＰＣ２の記録補助システムで記録準備が整えられると、ステップＳ１３においてカメラ
１からの記録に関するコマンドを待ち受ける状態に入る。各種コマンドはIEEE1394にて定
義されているフォーマットに従って送信され、IEEE1394部２６で受信後、デジタルインタ
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フェース部２５で共通フォーマットに変換されて記録制御部２３へ通知される。記録制御
部２３では記録部２２の状況と他アプリ監視部２４の状況を随時監視しながら、カメラ１
からの記録要求コマンドを待ち受ける。また記録制御部２３は、他アプリ監視部２４を通
してＰＣ２内での他システムの使用状況を把握し、更に、記録媒体２１から直接使用状況
の取得を行って記録可能領域の確保と通知を行っている。
【００２１】
　コマンドがカメラ１から送られてくると、ステップＳ１４で、送られてきたコマンドが
テープ切れ通知であるかどうかを判断する。ここで、テープ切れ通知について説明する。
【００２２】
　カメラ１側では、内蔵のビデオテープ４に同時に記録を行うが、ビデオテープ４よりも
ＰＣ２内の記録媒体２１の容量の方が大きい場合に、記録中にビデオテープ４の記録可能
領域が先に使用し終わってしまうことが起きることがある。具体的には、ビデオテープ４
がテープの終端まで記録されると、テープ４へのそれ以上の記録は物理的に不可能となり
、カメラ１内での記録処理は終了してしまう。一方、IEEE1394ケーブル３を通して接続さ
れているＰＣ２上では、記録可能領域が残っていれば記録を継続することが可能である。
このような場合に、カメラ１はビデオテープ４の記憶容量が無くなったことを通知するた
めのテープ切れ通知をＰＣ２へ送る。また、ビデオテープ４に異常が発生した場合や、テ
ープ４がカメラ１にセットされていない場合など、テープ４への記録が不可能な場合にも
、ＰＣ２内の記録媒体２１に記録可能であれば、カメラ１はテープ切れ通知をＰＣ２へ送
る。なお、カメラ１は、ビデオテープ４への記録ができない状況で記録開始を指示する場
合には、記録開始を指示するRECコマンドの発行に先立ってこのテープ切れ通知を発行す
る。
【００２３】
　カメラ１から送られたコマンドがテープ切れ通知で無い場合（ステップＳ１４でＮＯ）
、ステップＳ１５に進み、記録制御部２３は記録補助システムが現在録画中であるかを確
認する。録画中でない場合には、ステップＳ１８において、受信したコマンドが記録開始
を指示するRECコマンドかどうかを判断し、RECコマンドで無ければ受信したコマンドを無
視してステップＳ１３に戻り、次のコマンドを待つ。
【００２４】
　一方、受信したコマンドがRECコマンドである場合（ステップＳ１８でＹＥＳ）、ステ
ップＳ１９に進んで記録開始処理に移行し、記録制御部２３は記録部２２に対して記録媒
体２１へ記録を開始させる指示を出し、記録部２２は指定された記録フォルダに指定され
たフォーマットによってファイルを生成し、記録する処理を開始する。また、記録制御部
２３は他アプリ監視部２４を通してＰＣ２内の他システムの稼動状況を見ながら、映像の
取りこぼしや記録媒体２１の空き容量状況などを監視して、必要に応じてカメラ１側へ現
在の状況を通知する。記録が開始されるとステップＳ１３に戻って次のコマンドを待つ。
【００２５】
　一方、コマンドを受信したときに録画中であった場合（ステップＳ１５でＹＥＳ）、ス
テップＳ１６に進んで、ステップＳ１３で受信したコマンドが記録停止を意味するREC Pa
useコマンドであるかどうかを判断する。REC Pauseコマンドで無ければ受信したコマンド
を無視してステップＳ１３に戻り、次のコマンドを待つ。
【００２６】
　REC Pauseコマンドである場合には（ステップＳ１６でＹＥＳ）、ステップＳ１７に進
んで記録停止処理を行い、記録制御部２３は記録部２２に対して記録媒体２１への記録を
停止させる指示を出し、この指示を受けて記録部２２は記録中のファイルを閉じて、ステ
ップＳ１３に戻って次のコマンドを待つ。このように、REC Pauseコマンドを受け取るま
で映像データの記録が継続されるが、記録媒体２１の記録容量を越えそうになった場合に
は、記録制御部２３が直接記録媒体２１の状況を取得できるため、記録ファイルを閉じる
ことの可能な余裕を持って記録部２２に対して記録停止処理を指示することが可能である
。また、このような場合には、記録制御部２３は記録停止をすることをカメラ１に通知す
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る。
【００２７】
　また、ステップＳ１４で、ＰＣ２のIEEE1394部２６においてステップＳ１３で受信した
コマンドがテープ切れ通知であることを検知すると、図４のステップＳ２１に進む。ここ
では、テープ切れ通知をデジタルインタフェース部２５を通じて記録制御部２３に通知し
、記録制御部２３はこの通知に応じて他アプリ監視部２４から現在動作中のシステムにつ
いての情報を得て、記録補助システムの動作に影響を及ぼさない全てのシステムを停止す
ると共に、停止したシステムの使用を禁止する指示を送る。これによりＰＣ２内の記録補
助システムに関係しない全てのシステムを停止して、カメラ１からの映像データを記録す
ることを最優先する。
【００２８】
　次に、ステップＳ２２において、記録制御部２３では記録補助システムが現在録画中で
あるかを確認する。録画中である場合には（ステップＳ２２でＹＥＳ）、現在カメラ１か
ら送られてくる映像を記録している記録ファイルの属性を読み取り専用属性に変更して（
ステップＳ２３）、記録を継続する。このように、記録ファイルに対して読み取り専用属
性を与えることにより、外部機器もしくはＰＣ２内で操作を行った際の削除指示から記録
ファイルを保護することが可能となる。なお、読み取り専用属性の代わりに、書込み禁止
属性や、コピー禁止属性を与えてもよい。属性変更後、図３のステップＳ１３に戻って次
のコマンドを待ち受ける。なお、読み取り専用属性は記録補助システム外部からのアクセ
スに対する読み取り専用属性であるため、システム内部では矛盾を起こさずに指定された
フォルダ内に記録ファイルを生成することが可能である。
【００２９】
　読み取り専用属性を与えられた記録ファイルには、ステップＳ１３でREC Pause要求コ
マンドを受け取り、ステップＳ１７で記録停止処理が行われるまで、映像データの記録が
継続されることになる。
【００３０】
　一方、ステップＳ２２において記録中でないと判断された場合はステップＳ２４に進み
、記録制御部２３は記録媒体２１の記録状況を取得し、ステップＳ１２で指定された記録
フォルダの属性を読み取り専用属性に変更し、ステップＳ２５でカメラ１からの次のコマ
ンドを待つ。
【００３１】
　ステップＳ２６では、カメラ１から送られたコマンドがRECコマンドかどうかを判断し
、RECコマンドである場合にはステップＳ２７に進んで記録開始処理に移行し、記録制御
部２３は記録部２２に対して、読み取り専用属性を与えた記録フォルダに記録を開始させ
る指示を出し、記録部２２は指定された記録フォルダに指定されたフォーマットによって
ファイルを生成し、記録する処理を開始する。記録が開始されるとステップＳ１３に戻っ
て次のコマンドを待つ。
【００３２】
　カメラ１から送られたコマンドがRECコマンドで無い場合には、ステップＳ２８に進ん
で、テープ復旧通知であるかどうかを判断する。これは、カメラ１のビデオテープ４を新
しいテープに入れ替えた場合や、ビデオテープ４の異常が解消された場合など、ビデオテ
ープ４への記録が再び可能になると発行される。従って、カメラ１側では、テープ切れ通
知を発行したことを内部メモリに記憶しておく必要がある。
【００３３】
　テープ復旧通知である場合には（ステップＳ２８でＹＥＳ）ステップＳ２９に進み、ス
テップＳ２４で変更した読み取り専用属性を解除すると共に、ステップＳ２１で停止した
他のシステムの使用禁止を解除する。その後、ステップＳ１３に戻って次のコマンドを待
つ。また、テープ復旧通知でない場合には（ステップＳ２８でＮＯ）、受信したコマンド
を無視し、ステップＳ２５に戻って次のコマンドを待つ。
【００３４】
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　上記のように制御することで、ＰＣ２の記録媒体２１に記録された映像データの内、ビ
デオテープ４への記録がされていない映像データを確実に保護することができる。
【００３５】
　なお、ユーザーがＰＣ２上にて記録補助システムを停止する処理を行うことで、記録補
助システムに関する全ての停止処理が実行される。具体的には、記録制御部２３より記録
部２２に対して全てのファイルに対してファイルを閉じる指示を行い、デジタルインタフ
ェース部２５とのパスを切断し、他アプリ監視部２４も監視を停止し、記録補助システム
が終了する。
【００３６】
　更に、テープ切れ通知受信後に記録補助システムを終了する場合には、他アプリ監視部
２４においては、記録補助システムが停止することを契機に、ステップＳ２１で停止した
他のシステムの使用禁止を解除し、通常のシステム状況へ変更されたことを確認して記録
制御部２３に通知する。
【００３７】
　なお、本実施の形態では、IEEE1394ケーブル３が接続された状態で、カメラ１の記録媒
体であるビデオテープ４が記録不可能になった場合の処理を説明したが、接続時にすでに
カメラ１側で記録が行えない状況である場合には、システム起動時に記録フォルダに対し
て読み取り専用属性を与え、ＰＣ２内の記録処理に関係しないシステムを停止させる処理
を行うように制御しても良い。
【００３８】
　また、上記処理では、テープ切れ通知を受信した時に録画中でない場合には、ステップ
Ｓ２４において、ステップＳ１２で指定された記録用のフォルダの属性を読み取り専用属
性に変更する場合について説明したが、本発明はこれに限るものではなく、その時点でス
テップＳ１２で指定された記録フォルダが空であればそのフォルダに対して、また、すで
に記録フォルダ内に記録ファイルが存在する場合には新しい記録フォルダを生成し、その
フォルダに対して読み取り専用属性を付加するようにしてもよい。その場合、テープ切れ
通知を受信するたびに新しい記録フォルダを生成するようにしても、すでに読み取り専用
属性を有する記録フォルダが存在する場合には、そのフォルダを記録フォルダとして指定
し直すようにしても良い。
【００３９】
　さらに、本第１の実施形態では記録ファイル及び記録フォルダに対して読み取り専用属
性を与えることで保護を図ったが、記録媒体２１そのものの属性を変更可能な場合には、
読み取り専用属性や書込み禁止属性を記録媒体２１に与えるようにしてもよい。なお、記
録媒体２１はハードディスクのように着脱不可能なものや、メモリカードのように着脱可
能なものの、どちらの媒体に対しても同様の方法を適用することが可能である。
【００４０】
　また、本第１の実施形態では、カメラ１とＰＣ２とをIEEE1394ケーブル３により接続す
る場合について説明したが、本発明はIEEE1394ケーブルに限るものではなく、USB、Wirel
ess LAN、Ethernet（登録商標）など、公知の有線及び無線の通信部を用いて接続可能で
あることは言うまでもない。
【００４１】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００４２】
　本第２の実施形態は、第１の実施形態とは図４で説明した制御が異なる。それ以外の制
御及びシステム構成は第１の実施形態と同様であるため、説明を省略し、以下、相違点に
関して詳しく説明する。
【００４３】
　図５は、第２の実施形態における記録補助システムの制御を示すフローチャートである
。なお、図５において、図４と同様の処理には同じ参照番号を付し、説明を省略する。図
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３のステップＳ１３でカメラ１から受信したコマンドがテープ切れ通知であった場合に図
５の処理が行われる。
【００４４】
　ステップＳ３１では、テープ切れ通知を受信したときに録画中であるため、記録制御部
２３は記録部２２に対して新規ファイルの作成を指示し、記録部２２は記録媒体２１内に
新たに記録可能なファイルを作成する。そして、ステップＳ２３において記録制御部２３
は記録部２２に対し、現在映像を記録しているファイルから作成した新規ファイルへデー
タ記録先の変更を指示する。データ記録先の変更に伴い、テープ切れ通知を受信した時点
までのファイルとは別のファイルに記録が継続されることとなる。ステップＳ３３では、
記録制御部２３はデータ記録先を変更された既存のファイルを閉じ、保存する。以降、カ
メラ１から送信される映像データは新規ファイルに記録継続されていく。ステップＳ３４
では、記録制御部２３から記録部２２に指示を送ることにより、新規ファイルの属性を読
み取り専用属性に変更して、映像データの記録を継続する。
【００４５】
　上記のように本第２の実施形態によれば、カメラ１内の記録媒体が記録不可能になった
時点からファイルを分割することにより、ユーザーは、記録ファイルの属性を見ることで
、編集の際などにビデオテープ４に記録されていないデータを判別することができる。更
に、ビデオテープ４などに記録されていない唯一の映像データとして重要性が高いため、
ユーザーや他システムからの不用意な削除指示により消去されることがないように保護す
ることが可能となる。
【００４６】
　なお、本第２の実施形態ではテープ切れ通知を受信した後に新たに作成した記録ファイ
ルに対して読み取り専用属性を与えたが、上記第１の実施形態と同様に、読み取り専用属
性の代わりに、書込み禁止属性や、コピー禁止属性などを与えてもよい。
【００４７】
　なお、上記実施の形態では、カメラ１でビデオテープ４に記録を行う場合について説明
したが、ビデオテープ以外の記録媒体を用いても良いことは言うまでもない。また、上記
実施の形態では、動画を記録する場合について説明したが、本発明は動画に限るものでは
なく、静止画を記録する場合にも勿論適用可能である。
【００４８】
　また、上記実施の形態では、映像データを記憶する場合について説明したが、映像デー
タに限るものではなく、マイクを介して入力される音声データや、例えば、テレビやラジ
オなどの番組を家庭で記録する場合など、記録したデータが失われた時に、復旧が難しい
または復旧できないデータを記録する場合に、好適に適用することができる。
【００４９】
　また、上記実施の形態では、ビデオテープ４の記録可能領域が先が記録媒体２１より先
に終了する場合について説明したが、逆に、記録媒体２１の記録可能領域が先に終了した
場合に、上述したＰＣ２の記録補助システムにおける制御をカメラ１において行うように
構成してもよい。その場合、ビデオテープなどのシーケンシャルメディアに記録するカメ
ラでは、記録媒体の記録領域終了を受け取った時点から、記録媒体での記録がされていな
いことを示す情報をデータに付加するようにすればよい。
【００５０】
　また、上記第１及び第２の実施形態では、カメラ１にＰＣ１が１台接続された場合につ
いて説明したが、複数のＰＣを接続することも可能であって、その場合には、互いに記録
媒体の記録可否状態に関する情報を交換し、その内の１つのＰＣでのみ記録が可能な状態
となった場合に、上述した制御を行うようにすればよい。
【００５１】
　なお、上記第１及び第２の実施形態で説明した制御は、前述した実施形態の制御を実現
するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システ
ムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭ
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ＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達
成されることは言うまでもない。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード
自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した
記憶媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコ
ードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプロ
グラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム
（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態
の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。ここでプログラムコードを記
憶する記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ、光ディ
スク、光磁気ディスク、ＭＯなどが考えられる。また、ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネッ
トワーク）やＷＡＮ（ワイド・エリア・ネットワーク）などのコンピュータネットワーク
を、プログラムコードを供給するために用いることができる。
【００５２】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００５３】
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明した図３および、
図４または図５に示すフローチャートに対応するプログラムコードが格納されることにな
る。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施の形態におけるネットワークの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における記録補助システムの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の本発明の第１の及び第２の実施形態における記録補助システムの記録制
御動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態における記録補助システムの記録制御動作を説明するた
めのフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態における記録補助システムの記録制御動作を説明するた
めのフローチャートである。
【符号の説明】
【００５５】
　１：デジタルビデオカメラ、２：パーソナルコンピュータ、３：IEEE1394ケーブル、４
：ビデオテープ、５：メモリカード、２１：記録媒体、２２：記録部、２３：記録制御部
、２４：他アプリ監視部、２５：デジタルインタフェース部、２６：IEEE1394部
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